
 

 

宇都宮市監査委員告示第２号 

 

地方自治法第１９９条第１項，第２項及び第５項の規定に基づき工事監査を実施したので，

同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表する。 

 

令和７年２月１２日 

 

  宇都宮市監査委員 菊 池 康 夫     

 

 

   同     鈴 木 公 泉     

 

 

   同     駒 場 昭 夫     

 

 

   同     柴 田 賢 司     
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令和６年度工事監査の結果に関する報告 

 

１ 監査対象工事 

西小学校校舎長寿命化改修工事 

 

２ 監査期間 

令和６年１０月２５日から１２月３日まで 

 

３ 監査対象項目 

監査対象工事に係る次の項目が，適正かつ効率的に行われているかについて監

査した。 

(1) 計画 

(2) 設計 

(3) 積算 

(4) 契約 

(5) 施工・監理 

 

４ 監査の方法 

(1) 予備監査 

ア 所管課から提出された財務書類等について照合，内容確認を行い，

必要に応じてヒアリングを行い関係職員の説明を受けた。 

イ 工事に関する専門的・技術的な知識を補完するため，技術調査業務

を外部委託し，技術士による書類・現地調査を行った。 

(2) 本監査 

関係職員の出席を求め，技術士同席のもと監査委員による現地調査

及び質疑を行った。 

 

５ 工事の目的及び概要 

(1) 工事の目的 

西小学校の校舎は，建築後約５０年が経過し，老朽化が進行していることか

ら，「宇都宮市学校施設長寿命化計画」に基づき，可能な限り今ある建物を活

用するなどコストを抑えながら，長期使用を見据えた建物の安全性の確保や施

設機能の回復，またトイレの洋式化やバリアフリー化など教育環境の質的改善

に向けた機能補完等を図る長寿命化改修事業を実施するもの 
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(2) 工事の概要 

ア 工事場所 

宇都宮市西 1丁目２番１３号 

 

イ 工事概要 

西小学校校舎長寿命化改修工事においては，仮設校舎を建てずに既存校舎

で継続的に学習活動・学校運営をしながら改修工事を行う「居ながら改修」

で工事を進めている。 

第一期工事は，本工事のメインとなる第二期工事の準備工事となるもので，

南校舎の一時余裕教室を暫定的に普通教室として使用できるように改修を行

い（トイレ改修を含む）普通教室の機能を南校舎に移転させたうえで，児童，

教職員も移動し，空き教室となった北校舎の普通教室等を第二期工事として

改修工事に着手した。 

(ｱ) 第一期工事 

Ⅰ．教室改修（南校舎） 

 （改修前室名）     （改修後室名） 

  会議室     →  （仮）かがやきルーム 

         労務主事室   →   女子更衣室 

         資料室３    →  （仮）普通教室 

     児童会室    →  （仮）普通教室 

     多目的室    →  （仮）普通教室 

     PTA室 1・2   →  （仮）普通教室 

     予備室     →  （仮）きこえ教室 

     地域協議会室  →  （仮）特別支援教室 

 

Ⅱ．便所改修（南校舎） 

  男子便所   1～4階  4 か所 

         女子便所   1～4階  4 か所 

         便所前室   1～4階   4 か所 

  

(ｲ) 第一期工事（附帯工事） 

     〇 南校舎の教室及び便所の機械設備改修工事 

   空気調和設備，換気設備，衛生器具設備，給水設備，排水設備，ガス

設備 
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〇 南校舎の電気設備改修工事 

     電灯設備，動力設備，受変電設備，構内情報通信網設備，拡声設備，

テレビ共同受信設備，火災報知設備 

 

(ｳ) 第二期工事 

      Ⅰ．南校舎    外壁改修（防水形複層塗材 E）    2,159 ㎡ 

                建具改修                         96 か所 

                 内装改修                          一 式 

                塗装改修                       2,826 ㎡ 

                ｽﾛｰﾌﾟ新設                         一 式 

       

Ⅱ. 中校舎   外壁改修（防水形複層塗材 E）       373 ㎡ 

建具改修               55 か所 

                      内装改修                一 式 

                      塗装改修               913 ㎡ 

 

      Ⅲ．北校舎    外壁改修（防水形複層塗材 E）     2,522 ㎡ 

建具改修              151 か所 

内装改修                           一 式 

塗装改修                       5,030 ㎡ 

ｽﾛｰﾌﾟ新設                          一 式 

 

      Ⅳ．仮改修 

     （改修前室名）    (改修後室名） 

準備室     → （仮）保健室                       

             ＰＣ室・集会室 → （仮）図書室・放送室               

            図書室          → （仮）職員室                       

 

      Ⅴ．南校舎子どもの家  建具改修                 4 か所 

                   内装改修                  一 式 

                   塗装改修                59.4 ㎡ 

 

    Ⅵ．物置撤去  撤去                一 式 
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(ｴ）第二期工事（附帯工事） 

〇 家具設置その他工事（その１） 

     (中校舎, 北校舎, 仮改修) 

家具新設，カーテン新設   

 

〇  防水その他工事（その１） 

     （北校舎） 

撤去：ﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ，既存防水層，ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ，とい 

    改修：合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水，ｱﾙﾐ手すり，とい 

        ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水 

 

〇 機械設備改修工事 

（南校舎，中校舎，北校舎） 

空気調和設備，換気設備，衛生器具設備，給水設備，排水設備，給湯設 

備，ガス設備 

  （南校舎子どもの家） 

換気設備 

  (屋外) 

換気設備，給水設備，排水設備 

 

 〇 電気設備改修工事 

（南校舎） 

電灯設備,動力設備  

   （北校舎，中校舎） 

電灯設備，動力設備，雷保護設備，火災報知設備  

  (屋外) 

   電灯設備，動力設備，受変電設備 

 (南校舎子どもの家) 

電灯設備，動力設備，火災報知設備 

      

      ○ 放送設備改修工事 

（南校舎） 

構内情報通信網設備，構内交換設備，誘導支援設備，テレビ共同受信設備

等      

（北校舎・中校舎） 

構内情報通信網設備，構内交換設備，テレビ共同受信設備等  
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(南校舎子どもの家） 

拡声・映像・音響設備，テレビ共同受信設備 

 

ウ 工期，契約方法及び契約金額 

(ｱ) 工期    令和５年６月１４日から令和８年１月３０日まで 

(ｲ) 契約方法  事後審査型制限付き一般競争入札                  

(ｳ) 契約金額  1,088,917,500円 

  

６ 監査の結果 

西小学校校舎長寿命化改修工事については，計画，設計，積算，契約及び施工・

監理の各項目において，指摘事項に該当するものは認められなかった。 

 

７ 意見・要望  

  ・ 今回の西小学校の工事は，学校の敷地や一時的余裕教室の状況等を考慮し，

「居ながら改修」の工事手法により行われている。また，工事にあたっては，

学校からの要望等を取り入れながら進めているほか，周辺住民へ適切に情報

提供を行うとともに，搬出入車両の時間的監視体制を取り入れるなど，必要

に応じた各種対策等の実施が認められた。 

  ・ 今回の工事監査において，技術面からの監査に携わった技術士からは，概

ね良好との評価を受けたほか，今後の西小学校の工事における予測し得る課

題や留意すべき所見も示されたことから，それらを十分に参考にしながら，

引き続き適切な工事に努められたい。 

・ また，本工事は，小学校の校舎長寿命化改修工事の第１号でもあることか

ら，今後計画されている同様の工事においては，今回の工事を通して得られ

た知見等を活かしながら，より効果的・効率的な施工に努めるとともに，学

校内や学校の周辺を含め，児童・生徒等の安全確保に最大限の配慮と対策に

取り組まれたい。 

   ・ 校舎長寿命化改修工事は，今後長期にわたり計画的に実施していくことに

なるが，それぞれの時機や状況に応じた的確な施設の改修を進め，将来にわ

たり安全・安心で，快適な教育環境を備えた学校施設としての整備に取り組

まれたい。 

  

 

     


